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平成２４年４月 

復興庁 

福島復興再生のための基本方針・諸計画の関係 

 
福島復興再生特別措置法 

 
 
 

 

（全県）        【福島復興再生基本方針】 
県の意見を聴いて、閣議決定 

（県は、市町村の意見を聴いて国に意見） 

 

 

【産業復興再生計画】    【重点推進計画】 
 県が作成し、内閣総理大臣が認定    県が作成し、内閣総理大臣が認定 

                

（避難区域：12市町村） 

【避難解除等区域復興再生計画】 
県の申出に基づき、国が策定 

基本方針に即して作成 


